
当社は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技⼤会に関するテストイベント計画⽴
案等業務等について、公正取引委員会から独占禁⽌法違反の疑いがあるとして調査を受けており、
全⾯的に協⼒してまいりました。

本⽇、当社は同委員会より独占禁⽌法に基づく排除措置命令及び課徴⾦納付命令を受けました
ので、下記の通りお知らせいたします。

お客さまをはじめ、すべてのご関係の皆さまに多⼤なご迷惑とご⼼配をおかけしておりますこ
とを深くお詫び申し上げます。今般の同委員会からの命令を厳粛かつ真摯に受け⽌め、⼆度とこ
のような事態が⽣じないよう、役職員⼀同、法令遵守に徹底して取り組み、全社をあげて信頼の
回復に努めてまいります。

記

1．排除措置命令の概要

当社は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技⼤会に関する特定テストイベント・
本⼤会業務について、独占禁⽌法第3条（不当な取引制限の禁⽌）の規定に違反する⾏為があっ
たとして、今後同様の⾏為が⾏われないよう、必要な措置を講じること等を命じられました。

2．課徴⾦納付命令の概要

3億3,088万円を納付するよう、命じられました。

3．今後の対応

今般の同委員会からの命令を厳粛かつ真摯に受け⽌め、受領した命令の内容を精査のうえ、今
後の対応を検討いたします。

当社は、2023年10⽉13⽇に公表いたしました通り、独占禁⽌法違反の再発防⽌とコンプライア
ンス徹底に向けた再発防⽌策を決定し、全社を挙げて鋭意取り組んでおります。今後さらなるコ
ンプライアンス態勢の強化を図り、信頼回復に努めてまいります。

以上
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